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後期高齢者医療制度のお知らせ

問い合わせは、住民保険課 保険年金係（直通 ❸74-0845）または北海道後期高齢者医療広域連合 （❸011-290-5601）まで。

　現在、ご使用の水色の保険証又は黄緑色の資格確認書の有効期限が令和７年
７月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できません。
◆水色の保険証をお持ちの方
　下記「黄緑色の資格確認書をお持ちの方」以外の者
◆黄緑色の資格確認書をお持ちの方
・令和６年12月２日の保険証廃止後に資格取得した者
・令和６年12月２日の保険証廃止後に住所変更や負担割合が変更となった者

■保険証または資格確認書の有効期限が切れます

　現在、ご使用の水色の保険証または黄緑色の資格確認書の有効期限満了後に伴い、代わり
となる黄緑色の「資格確認書」を７月中旬頃に送付します。新しい「資格確認書」は、令和
７年８月１日から令和８年７月31日までご使用いただけます（お手元に届いてすぐにはご
使用できません）。
　なお、今回交付する「資格確認書」は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード（以
下、「マイナ保険証」という。）の保有状況に関わらず、令和８年７月末まで暫定的な運用と
して一律で全ての後期高齢者医療制度の加入者へ交付します。
　医療機関等を受診する際には「資格確認書」を提示してください。一方で、マイナ保険証
には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険
証をご利用ください。

　資格確認書の右記①～③の欄については、本人の希望に基づいて、申請
により併記することが可能です。
　なお、過去に「限度額適用・標準負担額認定証」や「限度額適用認定証」
が交付されていた方は、①②がすでに併記されていますが、申請により併
記しないことも可能です。

　来年の令和８年８月１日以降の暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方については、原則「資格確認書」
を発行することができません。ただし、一度、要配慮者でありマイナ保険証を利用できないことを理由とした交
付申請があれば、その後の更新時においては、申請なく資格確認書を発行します。（毎年申請いただく必要はあ
りません。）
※�要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ
保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。

■�黄緑色の「資格確認書」を交付します（色変更なし）

■�「資格確認書」に限度区分等を記載することができます

■�要配慮者への資格確認書の交付は１度申請が必要です
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有料広告

保険証及び資格確認書の一斉更新について
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